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提案理由 

 市営住宅等の連帯保証人の見直し等を行うため改正しようとする。 

 

 

 



   高山市営住宅条例等の一部を改正する条例 

（高山市営住宅条例の一部改正） 

第１条 高山市営住宅条例（平成９年高山市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

 （住宅入居の手続）  （住宅入居の手続） 

第１１条 市営住宅の入居決定者は、決定のあっ

た日から１０日以内に、次の各号に掲げる手続

きをしなければならない。 

第１１条 市営住宅の入居決定者は、決定のあっ

た日から１０日以内に、次の各号に掲げる手続

きをしなければならない。 

 ⑴ 入居決定者と同程度以上の収入を有する

者で、市長が適当と認める連帯保証人２人の

連署する請書を提出すること。 

 ⑴ 入居決定者と同程度以上の収入を有する

者で、市長が適当と認める連帯保証人１人が

署名する請書を提出すること。ただし、市長

が特別の事情があると認めるときは、連帯保

証人を必要としないことができる。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、特別の事情があると認める者に対し

ては、第１項第１号の規定による請書に連帯保

証人の連署を必要としないこととすることが

できる。 

 

４～６ （略） ３～５ （略） 

  

 （家賃の納付）  （家賃の納付） 

第１７条 市長は、入居者から第１１条第５項の

入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け

渡した日（第３１条第１項又は第３６条第１項

の規定による明渡しの期限として指定した日

の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第

４１条第１項による明渡しの請求のあったと

きは、明渡しの請求のあった日）までの間、家

賃を徴収する。 

第１７条 市長は、入居者から第１１条第４項の

入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け

渡した日（第３１条第１項又は第３６条第１項

の規定による明渡しの期限として指定した日

の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第

４１条第１項による明渡しの請求のあったと

きは、明渡しの請求のあった日）までの間、家

賃を徴収する。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

 （敷金）  （敷金） 



第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給

付を目的とする債務を履行しないときは、市は

敷金をその債務の弁済に充てることができる。

この場合において、入居者は市に対し、敷金を

もって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を

目的とする債務の不履行の弁済に充てること

を請求することができない。 

３ 第１項に規定する敷金は、入居者が市営住宅

を明け渡したとき、これを還付する。ただし、

未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金

のうちからこれを控除した額を還付する。 

４ 第１項に規定する敷金は、入居者が市営住宅

を明け渡したとき、これを還付する。ただし、

賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的と

する債務の不履行又は損害賠償金があるとき

は、敷金のうちからこれを控除した額を還付す

る。 

４ （略） ５ （略） 

  

 （住宅の明渡し請求）  （住宅の明渡し請求） 

第４１条 （略） 第４１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当すること

により同項の請求を行ったときは、当該請求を

受けた者に対して、入居した日から請求の日ま

での期間については、近傍同種の住宅の家賃の

額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差

額に年５分の割合による支払期後の利息を付

した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営

住宅の明渡しを行う日までの期間については、

毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当

する額以下の金銭を徴収することができる。 

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当すること

により同項の請求を行ったときは、当該請求を

受けた者に対して、入居した日から請求の日ま

での期間については、近傍同種の住宅の家賃の

額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差

額に法定利率による支払期後の利息を付した

額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅

の明渡しを行う日までの期間については、毎

月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当す

る額以下の金銭を徴収することができる。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第４５条 社会福祉法人等による市営住宅の使 第４５条 社会福祉法人等による市営住宅の使



用に当たっては、第１７条から第２７条まで、

第３６条及び第４０条の規定を準用する。この

場合において、これらの規定中「家賃」とある

のは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社

会福祉法人等」と、第１７条第１項中「第１１

条第５項」とあるのは「第４３条第２項」と、

「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」

と、「第３１条第１項又は第３６条第１項」と

あるのは「第３６条第１項」と、「第４１条第

１項」とあるのは「第４８条」と読み替えるも

のとする。 

用に当たっては、第１７条から第２７条まで、

第３６条及び第４０条の規定を準用する。この

場合において、これらの規定中「家賃」とある

のは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社

会福祉法人等」と、第１７条第１項中「第１１

条第４項」とあるのは「第４３条第２項」と、

「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」

と、「第３１条第１項又は第３６条第１項」と

あるのは「第３６条第１項」と、「第４１条第

１項」とあるのは「第４８条」と読み替えるも

のとする。 

  

 （準用）  （準用） 

第５３条 第４９条の規定による市営住宅の使

用については、第５０条から前条までに定める

もののほか、第４条、第５条、第８条から第１

３条まで、第１６条から第２７条まで、第３５

条から第４１条まで及び第６４条の規定を準

用する。この場合において、第８条第１項中、

「前２条」とあるのは「第５１条」と、第１７

条第１項中「第３１条第１項又は第３６条第１

項」とあるのは「第３６条第１項」と、第３５

条第１項中「第１４条第１項、第３０条第１項

若しくは第３２条第１項の規定による家賃の

決定、第１６条（第３０条第３項又は第３２条

第３項において準用する場合を含む。）の規定

による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収

の猶予、第１８条第２項による敷金の減免若し

くは徴収の猶予、第３１条第１項の規定による

明渡しの請求、第３３条の規定によるあっせん

等又は第３７条の規定による市営住宅への入

居の措置」とあるのは「第５２条の規定による

家賃の決定」と読み替えるものとする。 

第５３条 第４９条の規定による市営住宅の使

用については、第５０条から前条までに定める

もののほか、第４条、第５条、第８条から第１

３条まで、第１６条から第２７条まで、第３５

条から第４１条まで及び第６４条の規定を準

用する。この場合において、第８条第１項中「前

２条」とあるのは「第５１条」と、第１７条第

１項中「第３１条第１項又は第３６条第１項」

とあるのは「第３６条第１項」と、第３５条第

１項中「第１４条第１項、第３０条第１項若し

くは第３２条第１項の規定による家賃の決定、

第１６条（第３０条第３項又は第３２条第３項

において準用する場合を含む。）の規定による

家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、

第１８条第２項による敷金の減免若しくは徴

収の猶予、第３１条第１項の規定による明渡し

の請求、第３３条の規定によるあっせん等又は

第３７条の規定による市営住宅への入居の措

置」とあるのは「第５２条の規定による家賃の

決定」と読み替えるものとする。 



（高山市特定市営住宅管理条例の一部改正） 

第２条 高山市特定市営住宅管理条例（平成７年高山市条例第３９号）の一部を次のように改正す

る。 

改  正  前 改  正  後 

 （特定市営住宅入居の手続）  （特定市営住宅入居の手続） 

第８条 特定市営住宅の入居決定者は、決定のあ

った日から１０日以内に、次の各号に掲げる手

続きをしなければならない。 

第８条 特定市営住宅の入居決定者は、決定のあ

った日から１０日以内に、次の各号に掲げる手

続きをしなければならない。 

 ⑴ 規則で定める資格を有する連帯保証人２

名の連署する請書を提出すること。ただし、

市長が特別の事情があると認めるときは、連

帯保証人を１名とし、又は必要としないこと

ができる。 

 ⑴ 規則で定める資格を有する連帯保証人１

名が署名する請書を提出すること。ただし、

市長が特別の事情があると認めるときは、連

帯保証人を必要としないことができる。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（敷金） （敷金） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給

付を目的とする債務を履行しないときは、市は

敷金をその債務の弁済に充てることができる。

この場合において、入居者は市に対し、敷金を

もって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を

目的とする債務の不履行の弁済に充てること

を請求することができない。 

３ 第１項に規定する敷金は、入居者が特定市営

住宅を明け渡したときは還付する。ただし、未

納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金の

うちからこれを控除する。 

４ 第１項に規定する敷金は、入居者が特定市営

住宅を明け渡したときは還付する。ただし、賃

貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とす

る債務の不履行又は損害賠償金があるときは、

敷金のうちからこれを控除する。 

４ （略） ５ （略） 

（高山市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正） 



第３条 高山市特定公共賃貸住宅管理条例（平成８年高山市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

改  正  前 改  正  後 

 （特定公共賃貸住宅入居の手続）  （特定公共賃貸住宅入居の手続） 

第９条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定

のあった日から１０日以内に、次の各号に掲げ

る手続きをしなければならない。 

第９条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定

のあった日から１０日以内に、次の各号に掲げ

る手続きをしなければならない。 

 ⑴ 規則で定める資格を有する連帯保証人２

名の連署する請書を提出すること。ただし、

市長が特別の事情があると認めるときは、連

帯保証人を１名とし、又は必要としないこと

ができる。 

 ⑴ 規則で定める資格を有する連帯保証人１

名が署名する請書を提出すること。ただし、

市長が特別の事情があると認めるときは、連

帯保証人を必要としないことができる。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （敷金）  （敷金） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

 ２ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給

付を目的とする債務を履行しないときは、市

は敷金をその債務の弁済に充てることができ

る。この場合において、入居者は市に対し、敷

金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給

付を目的とする債務の不履行の弁済に充てる

ことを請求することができない。 

２ 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃

貸住宅を明け渡したときは還付する。ただし、

家賃等の滞納又は第２１条第２項の賠償金が

あるときは、当該債務の額の内訳を明示した上

で、敷金のうちからこれを控除することができ

る。 

３ 第１項に規定する敷金は、入居者が特定公

共賃貸住宅を明け渡したときは還付する。た

だし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を

目的とする債務の不履行又は損害賠償金があ

るときは、当該債務の額の内訳を明示した上

で、敷金のうちからこれを控除することがで

きる。 

３・４ （略） ４・５ （略） 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の高山市営住宅条例第１１条の規定、第２条の規定による改正後の

高山市特定市営住宅管理条例第８条の規定及び第３条の規定による改正後の高山市特定公共賃貸

住宅管理条例第９条の規定は、施行日以後、入居を決定した場合及び現に入居している者が新た

に連帯保証人を定める場合について適用する。 


